
墓地等の経営（変更）許可手続きの流れ

申請者が行う手続き：塗りつぶし

事前相談
（事前相談書）

計画修正

工事着工

墓地等工事完了届

墓地等経営（変更）許可申請
（様式第１号または第２号）

申請内容の審査及び
現地調査

許　可 不許可

使用開始

墓地等管理者設置届

検　　査

条例等に
不適合

条例等に
適合

手直し

墓地等工事完了届
（様式第７号）


